
  
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下記申込書にご記入のうえ、FAX(371-6478)か TEL(341-4532)でお申し込みください。 

平成 23 年度第 2回「就活情報ひろば」参加申込書 

参加希望日（○をつけてください） 平成 23 年  ９/１０  １０/１  １０/８ （できるだけ全日程ご参加ください） 

お 名 前  

保育申込 
(1 週間前要予約) １．男 女（  歳）  ２．男 女（  歳） ３．男 女（  歳） 

連 絡 先 電話 携帯電話 

ご 住 所 〒 

 

 母子家庭・シングルマザーのための 

 就活情報ひろば 
無料 

      
ゲーム感覚で自己発見 
～楽しみながら、私の適性診断～ 

     ｢価値観カード｣を使って、トランプ遊びの要領
で、楽しんでいるうちに、自分が大事に思って
いることが明確になり、自分の適性を発見する
ことができます。   

 
      神戸市母子家庭等就業･自立支援センター就業相談員 

NPO 法人女性と仕事研究所認定キャリアアドバイザー

山本 節子 

      

色彩心理で自己分析 
～なりたい自分をつくりませんか～ 

         
 カードを使った楽しいワーク形式で、自分の心理を
分析します。まだ気づいていない自分の強み、考え
方の基準、適職がわかります。なりたい自分になる
ための、色の活用法もお伝えします 

 
    カラータイプインストラクター協会認定講師 

NPO 法人女性と仕事研究所認定キャリアアドバイザー
             坂東 由香 

      

求人情報を読み解こう 
   ～私に合った仕事の見つけ方～ 

 
     新聞折込チラシや求人誌・求職サイトの見方や

応募の際に気をつけること、そして採用につな
がる応募書類の表現についてお話します。 

      
   神戸市母子家庭等就業・自立支援センター担当員 

NPO 法人女性と仕事研究所認定キャリアアドバイザー

仁賀 順子 
 

会場 神戸市立母子福祉センター研修室（２階）
    〒650-0016 神戸市中央区橘通 3 丁目 4‐1  
    神戸市立総合福祉センター内 

日時 Ｈ23 年 9/10  10/1  10/8 １０：００～１２：００ 

9/10 
(土)  

10~12 時

保
育
付 

保 育 満 2 歳～就学前まで（1 週間前までに予約） 

主催・申し込み・問い合わせ先 「あいワーク神戸」 

     神戸市母子家庭等就業・自立支援センター 

   TEL 341-4532 FAX 371-6478
メール：boshi-shien.kobe@proof.ocn.ne.jp

シングルマザー（神戸市在住の方） 

のための就業支援セミナーです。 

就業・自立を支援するために 

素敵なプログラムを用意しました。 

どうぞお気軽にご参加ください。 

10/8 
(土)  

10~12 時 

10/1 
(土)  

10~12 時 

平成 23 年度 第 2 回(3 回シリーズ)

これで安心！ 就職・再就職の準備活動

ご記入いただきました内容は、「就活情報ひろば」参加申し込み以外の目的で使用することはありません。 



 

知ってますか？  

児童扶養手当一部支給停止適用除外について 

 

児童扶養手当を受給して 5 年を迎える方などに 
「受給に関する重要なお知らせ」が届きます 

                             

Ａ子さん：Ｂ代さん、仕事は見つかった？ 

Ｂ代さん：う～ん、自分がどんな仕事に向いているのか、よくわからなくて迷ってるの。それに、

何から、どう、始めればよいのか・・・。 

Ａ子さん：じゃあ、一度、神戸市母子家庭等就業・自立支援センターの就業相談に行って

みたら？ 専門のキャリアアドバイザーが相談にのってくれるわよ。いろいろな情報

も教えてもらえるし。（下記参照） それに、就業支援セミナーも開催していて、就

職に役立ついろいろなことを学ぶこともできるのよ。 

Ｂ代さん：そうなの。ところで、この間「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が

送られてきたんだけど、児童扶養手当が減額されるの？  

Ａ子さん：児童扶養手当は、受給から５年を経過した場合などに約２分の１に減額されるのね。

でも、同封されている「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に必

要書類を添えて提出すれば、今まで通り支給されるわよ。適用除外事由の一つとして、

求職活動をしていることがあげられていて、神戸市母子家庭等就業・自立支援センタ

ーの就業相談や就業支援セミナーを利用したことも、求職活動と認められるのよ。き

ちんと働きたいという意思を持って活動を始めれば、今までどおり児童扶養手当の支

給をうけられるのよ。 

Ｂ代さん：ありがとう。さっそく就業相談と就業支援セミナーの参加申込をして、早く仕事が見

つけられるようにがんばるわ。 

 

 

 

 
   キャリアアドバイザーがあなたの就業を応援します 

シングルマザーのための就業相談 
      
 

相談日 センター  毎週月曜日(祝日の場合は翌火曜日)と水曜日 

毎月第１土曜日 

巡 回 西 区 第１水曜日午後  

垂水区 第２水曜日午後 

北 区 第３水曜日午後 
 

お問い合せ・ご予約【仕事を斡旋するものではありません】 

神戸市母子家庭等就業・自立支援センター 

「あいワーク神戸」（神戸市立母子福祉センター内） 

〒650-0016 神戸市中央区橘通 3丁目 4-1 神戸市立総合福祉センター３階 

ＴＥＬ  341-4532  ＦＡＸ 371-6478 

メール  boshi-shien.kobe@proof.ocn.ne.jp  

・私の適職は何か知りたい

・資格をとりたい  

・何から手をつけたらいい

かわからない 

・ブランクが長いので再就

職が気がかり  

・応募書類の書き方 

・面接の受け答え  

・良い条件で転職したい  

 

相 談 例 


	23年度第2回セミナーチラシ
	H23第２回セミナーちらし裏（童扶養手当.pdf

